
告 示 第 １ 号 
平成２２年３月１１日  

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項

及び熊本県後期高齢者医療広域連合監査委員に関する条例

（平成１９年条例第５号）第２条に基づき熊本県後期高齢者

医療広域連合の定期監査を行ったので、地方自治法第１９９

条第９項並びに熊本県後期高齢者医療広域連合監査委員に関

する条例第５条の規定により、その結果を下記のとおり公表

する。  
 

熊本県後期高齢者医療広域連合  
監査委員   土 森 武 典  

 
熊本県後期高齢者医療広域連合  
監査委員   長 嶺 興 也  

 
 

記  
 
平成２１年度熊本県後期高齢者医療広域連合定期監査結果の

公表（別紙のとおり）  



平成 21年度熊本県後期高齢者医療広域連合定期監査結果の公表 
 
１ 監査の種別 
 定期監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による監査） 
 

２ 監査の期日 
  平成 22年 2月 25日（木） 
 
３ 監査の範囲 
 平成 21年 4月 1日から平成 21年 12月 31日までに執行された財務に関す
る事務の執行及び広域連合の事務の執行状況 

  
４ 監査の方法 
 監査に当たっては、財務に関する事務の執行及び広域連合の事務の執行が
法令に基づいて適正かつ効率的に執行されているかに主眼を置き、提出され
た監査資料を検討し、関係諸帳簿との照合を行い、内容を審査したほか、事
務局長等による説明を受けて実施した。 

 
５ 監査の結果 
（１）後期高齢者医療広域連合事務局の現在の状況 
   事務局の組織体制、職員の配置及び事務分掌について、適正な執行がな

されているものと認められた。 
（２）主要事務事業の概要と現在の状況 
   事務局の公正で能率的な事務事業の確保及び適正な事務事業の執行がな

されているものと認められた。 
（３）予算執行状況 
   一般会計及び後期高齢者医療特別会計の歳入事務及び歳出事務について

関係諸帳簿を検査した結果、適正な処理がなされているものと認められた。 
（４）財産の管理状況 
   備品台帳により抽出検査した結果、員数は符合し、保管の状況も良好で

あると認められた。 
（５）その他の事務処理状況 
   その他の事務処理について、関係帳簿及び証拠書類は整備されており、

さらにその内容につき検討を加え審査した結果、良好な処理がなされてい
るものと認められた。 

以上 


